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海外向け奈良県プロモーション動画制作業務委託 仕様書 
 

 
１．業務の目的 

国際会議や海外での現地プロモーションなどで奈良県独自の伝統や歴史的遺産、食文
化、地元の生活や産業、季節ごとの魅力を視覚的に訴え、短時間で強い印象を観る者に
与えることにより、観光だけではない総合的な奈良県の魅力・ブランド力発信につながる動
画を制作する。 

 
２．委託期間  

契約締結の日から令和８年２月２８日まで 
 
３．業務概要 
   海外向けプロモーション動画の制作 
 
４．業務内容 
（１）全体的事項 
本業務に関する仕様事項を十分に把握し、県と協議・調整を行い内容を決定し、動画を

制作すること。 
(２）動画の制作 
①制作内容 
・地勢、農業、食、産業、伝統工芸、観光、宿泊、人材、教育、暮らしなどをバランス良
く取り入れること。 
・映像美で県全体の魅力を伝え、県への関心を呼びおこすような視覚的なインパクトを
持たせること。 
・既によく知られている場所、素材、奈良らしいものだけではなく、あまり知られていな 
い奈良を総合的に取り入れ、従来とは違った視点や切り口で県の魅力を伝えられる 
映像にすること。 
・県域全体をバランス良く取り入れること。 
・興味を引くような工夫を凝らし、ストーリー性のある魅力的な動画内容とすること。 
・最新の映像技術に加え、ドローン等の最新の機材を活用し、普段は見ることが出来 
ない視点からの撮影により、視聴者の心を掴むようなダイナミック且つ斬新な映像に
すること。 
・長期間の使用（５年以上）が可能な映像にすること。 
・制作にあたっては、下記の≪指定テーマ≫に挙げる３つの映像を必ず入れること。 

     ≪指定テーマ≫ 
      ○県の四季（春夏秋冬）の映像（吉野の桜の映像を含む） 
      ○奈良県の世界遺産の映像（飛鳥・藤原の映像を含む） 
      ○産業の映像（地場産業、伝統工芸など） 

②制作条件等 
 （Ⅰ）動画時間 
・５分程度の動画（長尺）３分程度の動画（短尺）及び１分程度の動画（ダイジェスト版）
の３種類。 

（Ⅱ）BGM・テロップ・ナレーション 
・視聴者を惹きつける映像を主体とするが、効果的なＢＧＭや地名を入れるなど映像
に合ったテロップ、ナレーションを必要に応じて挿入すること。但し、５分程度の動画
及び３分程度の動画にはテロップ、ナレーションは必須とする。１分程度の動画のテ
ロップ、ナレーションについては、県と協議すること。 
・テロップ、ナレーションは、英語・日本語の２種類を制作すること。 
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・ナレーションには、英語・日本語のナレーション字幕を付けること。また、県から他言
語（ベトナム語、中国語（簡体字）、韓国語、仏語等）のナレーション字幕を制作する
指示があった場合は対応すること。なお、他言語のナレーション字幕の原稿は、県か
ら提供する。 

（Ⅲ）動画規格 
・画質は、８Ｋまたは４K解像度対応とすること。 
・ウェブページやＹｏｕＴｕｂｅ、Fａｃｅｂｏｏｋ等でアップロード可能な形式とすること。 
・一般的なＤＶＤドライブ付きパソコンで再生可能な形式とすること。 
・ＤＶＤプレーヤーで再生可能な形式とすること。 

    （Ⅳ）プロトタイプ動画（３分程度） 
・令和７年５月２３日までにプロトタイプ動画を電子データにより納品すること。 
（ＭＰ４、ＷＭＶ、ＭＯＶなどパソコンで再生可能な形式のデータ） 

・映像は、その時点での撮影映像または所有している映像を使用すると共に、４（２）①
の≪指定テーマ≫である吉野の桜の映像は必ず入れること。 
・効果的なＢＧＭ、英語のナレーション、ベトナム語のテロップ及びナレーション字幕は
必須とする。 
・プロトタイプ動画の納品までに、県による複数回の内容確認及び修正指示の機会を
設けること。 

（Ⅴ）その他 
・本業務に使用する映像は新たに撮影を行うこと。但し、所有している映像があれば一
部、使用しても差し支えない。 
・動画の完成までに、県による複数回の内容確認及び修正指示の機会を設けること。 
・完成した動画は、県のホームページやＹｏｕＴｕｂｅ、Fａｃｅｂｏｏｋ等で配信する場合が 
ある。 

 
５．業務体制 
   事業の実施に当たっては、県との協議、関係者への連絡調整などが迅速に行えるように 
体制を整えること。 
（１）円滑な業務実施のために十分な知見、ノウハウを有する総括責任者を置くこと。 
（２）総括責任者は、企画立案・実施のほか、本業務従事者を十分指導し業務を実施させる 

こと。 
（３）総括責任者は、ＰＲ場所の管理者や関係者との交渉、連絡調整を行うこと。 
（４）総括責任者は、県との連絡を密に行い、業務を進め、遅滞なく業務が遂行できるよう人 

員、体制の確保を行うこと。 
（５）総括責任者は、本業務を安全に実施できるよう管理を行うこと。 
（６）総括責任者は、経費・事業内容等、県から報告を求められた際は速やかに対応するこ 

と。 
（７）受託者は、やむを得ない場合を除き、総括責任者を変更しないこと。 
（８）契約期間中は、公募型プロポーザルの企画提案で示した業務実施体制と同じ体制を取 
ること。退職等、やむを得ない理由により担当者を変更する場合は、変更前の担当者と 
同等以上のスキルがある者を選定し、県の承認を得ること。 

 
６．撮影許可、画像使用及び掲載許可申請手続き等 
   本業務の遂行にあたり、撮影許可、画像使用及び掲載許可などの許可申請手続きの必
要が生じた場合は、受託者の負担により関係機関に対し必要な使用申請手続き等を行うも
のとする。 
なお、申請手続きにあたっては。申請先や申請方法、申請内容等について県と十分事

前協議を行うこととする。 
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７．著作権の帰属 
   この契約により制作される成果物の著作権等の取り扱いは、以下に定めるところによる。 
（１）受託者は、成果物の著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２７条及び第２８条に 
規定する権利を含む。）の全部を発注者である県に無償で譲渡するものとする。 

（２）県は、著作権法第２０条（同一性保持権）第２項第３号又は第４号に該当しない場合にお 
いても、本業務の目的の範囲内において、仕様書等で指定する物件を改変し、また任意 
の著作者名で任意に公表することができるものとする。 

（３）受託者は、県の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第１８条及び第１９条を 
行使することができないものとする。 

（４）第三者が権利を有している映像・画像・音楽等を使用する場合は、事前に権利者より二 
次使用を含めた使用の許諾及び事後においても権利の主張を行わない旨の許諾を得 
た上で、必要となる一切の手続き及び使用料の負担等は受託者が行うこと。 

（５）映像、音楽等の著作権・肖像権処理等に関する紛争が生じた場合は、受託者の責任に 
おいて対応し、県は責任を負わないものとする。 

 
８．事業報告 

本業務が終了したときは、業務実施報告書を作成し奈良県に提出すること。 
 

９．成果物 
   本業務の成果物の納入は次のとおりとする。 
（１）契約履行実績報告書 一式 
（２）制作した動画を収めたＤＶＤ ３枚 
・５分の動画１枚、３分の動画１枚、１分の動画１枚 

（３）制作した動画のすべての電子データ一式 
・ＭＰ４、ＷＭＶ、ＭＯＶ、その他配信する媒体に適したファイル形式のデータ 
・編集可能な白素材のデータ 

（４）本業務の成果物については、県の検査を受けたあと納品すること。 
 
１０．再委託 
（１）受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 
（２）ただし、本業務を効率的に遂行するにあたり、必要と思われる本業務の一部（主たる部
分を除く）を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ県に申請の上、承認を得なけれ
ばならない。 

（３）県が指定または認める軽微な部分を委任するときは、承諾を要しないものとする。 
（４）受託者は、再委託する場合は、再委託先にも本契約を遵守させるものとする。再委託先
の行為は受託者の行為とみなし、受託者は、再委託先の行為について、県に対し全ての
責任を負う。なお、本項に基づく受託者の責任は本契約終了後も有効に存続する。 

 
１１．その他 
・業務の遂行状況について、随時報告すること。 
・受託業務に必要な資機材は、受託者が用意すること。 
・本業務の実施に当たっては、個人情報や保護された権利に十分留意し、手続きが必要 
な場合は、原則として受託事業者で対応すること。 
・本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、県と十分協議して対応すること。 
・本業務を受託しようとする者は、別添の遵守事項を理解した上で受託すること。 
・本業務を処理するために知り得た個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱 
特記事項」を遵守すること。 
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別 添  

公契約条例に関する遵守事項 
 
 
 
 本業務を受託しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受託すること。 
 
 
１ 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本
業務を適正に履行すること。 

 
２ 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 
ア 最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第３条
に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規
定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法第 11 条に規定する賃金
をいう。以下同じ。）の支払を行うこと。 

イ 健康保険法第 48 条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意継続被保
険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

ウ 厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者（同条に規定する 70 歳以上の使用され
る者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

エ 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定による届出を
行うこと。 

オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を行うこと。 
 
３ 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が
雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知
し、遵守するよう指導すること。 
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別記 

個人情報取扱特記事項 

 
 （基本的事項） 
第１ 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、
個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。  

 （秘密の保持）                                       
第２ 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この
契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。  

 （収集の制限） 
第３ 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的
を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。  

 （目的外利用・提供の禁止）                                                      
第４ 受託者は、県の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を
契約の目的以外の目的に利用し、又は県の承諾なしに第三者に提供してはならない。  

 （漏えい、滅失及びき損の防止）                                       
第５ 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防
止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。  

 （従事者の監督） 
第６  受託者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図ら
れるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

２ 受託者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当
該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用しては
ならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があること
その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。  

 （複写又は複製の禁止） 
第７ 受託者は、この契約による事務を処理するために県から引き渡された個人情報が記録され
た資料等を県の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。  

 （再委託の禁止） 
第８ 受託者は、県が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者に
その取扱いを委託してはならない。  

 （資料等の返還等） 
第９ 受託者は、この契約による事務を処理するために、県から提供を受け、又は受託者自らが
収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、県に
返還し、又は引き渡すものとする。ただし、県が別に指示したときは、当該指示に従うものとす
る。  

 （取扱状況についての指示等） 
第 10 県は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、受託者に対して、
必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をすることができる。
この場合において、受託者は、拒んではならない。  

 （事故発生時における報告） 
第 11 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、
速やかに、県に報告し、県の指示に従うものとする。  

 （損害賠償等） 
第 12 受託者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、県又は
第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰す
べき事由により、県又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。 

２ 県は、受託者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除
又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 


